
外来の薬 剤 にかかる

一 部 負 担 が始 まります
祀７

いままで 、薬剤の患者負担は窓口負担の中に含まれていましたが、こ
れに加えて外来（在宅医療を含む）で何種類の薬を何日分投与さ れたか
によって 、一定の額を負担するしく みになります。

☆対象とならない 薬
● 入院した時 の薬剤
● 注射、検査、処 置、手術等の際 に使

用される薬 剤

☆ 対象とならない方
● ６才未満の乳幼児
● 住民税非課税世帯等で老齢福祉年金

を受けている方

みんなで 薬代 に対する 意識を高 め、「く すりの ムダづ かい 」をな くし てい きまし ょう。

外来の薬 剤にかかる一部負担( 投薬ごと)

内
服
薬

１種類 Ｏ円
２～３種類 １日分につき　30 円
4～5 種類 １日分につき　60 円
6 種類以上 １日分につき100 円

･ 外 用 薬と 頓服 薬 につ い て は､上 記 の 金 額と は別 に 計 算しま す 。

外用薬( 湿布､目薬など)
1種類　　　　５０円
2 種類　　　１００円
3 種類以上　 １５０円

頓服薬( 解熱薬､鎮痛薬など) 1種類ごとに　 １０円

一 部 負 担 金 の 計 算 の し か た ‾

通 院し た と きに 診療 を 受け 、４ 種類 の薬 （う ち

１種 類は 外 用薬 ）を ３日分 もら っ た 場合

医療費14,  7  0 0円の場合
● 医 療 費の ３割　　　14, 700 円× 0. 3=4, 410 円

● 薬 剤 に かかる 一 部負 担

３種 類( 30円) × ３日分 十外 用 薬 １種 類( 50円) = 140円

計4, 550 円
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第２回　国民年金
作品コンクール募集

（ 対象 者） 県内 の 小 学 ４年 生か ら ６年 生
（出 品 数） １人 １点

◆ 書 道 の 部
（ 作品 の規 程）

・ 書道 半紙 を 使用

・ 作品 に小 学校 、学年 、 氏名を 記入 のこ と

（ 課題）

・ ４年 生「 国民 年 金」 ・ ５年 生 「年 金 制度 」

・ ６年 生「 社 会保 険」
◆ 絵 画 の 部

（ 作品 の規 程） ・ 四 切( 38cm x 54cm)の 画用 紙
※ 向 きは たて よこ 自 由

（ 課題） ※ 各学 年 共 通

・ ほのぼ の とし た家 庭　　 ・ 身 近な 人 の笑 顔
・ 祖父 母と の団 ら ん 等

※ 国民年 金 、豊 かな 老後 、20才 にな っ たら 国
民 年 金な ど の文 字を 入 れてく ださ い 。

（（ﾒ切） ９月10日 團　 （ 提出 先） 各 小 学校

（ 問い 合 わせ先 ） 役場 民 生課( B43- 0211)

水 その限りある
貴重 な資 源

８月１日　　　　水の日
８月１～７日　　水の週間
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